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ばい煙に係る要保全施設の設置等の届出について  

 

 

１  対 象 施 設  表１－１のとおり  

※  規制基準については、表１－２及び表１－３をご覧ください。 

 

２  提 出 期 限  要保全施設の設置又は構造等変更の工事に着手する  

６０日前まで  

 

３  提 出 書 類 

(1) ばい煙に係る要保全施設設置（使用・構造等変更）届出書（様式第１号）  

(2) 別紙１（構造及び使用の方法）、別紙２（ばい煙の処理の方法）  

(3) 上記２の提出期限を過ぎている場合  →  遅延理由書（任意様式）  

(4) 添付書類  

ア  工場又は事業場の付近の見取図  

イ  要保全施設の配置図（敷地内の建物の配置を含む。）  

ウ  操業工程の概要図  

エ  ばい煙の量及び濃度に関する説明書（メーカーの仕様書など）  

※  (1)と (2)の様式は、市ホームページにも掲載しています。  

 

４  提 出 部 数  ２部（押印は不要です。）  

 

５  届 出 先  薩摩川内市役所  環境課  生活環境グループ  

※  届出書を作成した方（担当者）の氏名及び連絡先を必ず  

添えて、ご提出ください。  

※  各支所の地域振興課市民生活グループでも受付いたします。  

※  令和３年度から受理書の交付はありません。  

 

 

 

薩摩川内市役所  環境課  生活環境グループ  

〒８９５－８６５０  薩摩川内市神田町３番２２号  

ＴＥＬ  ０９９６－２３－５１１１（内線）４３３１  

ＦＡＸ  ０９９６－２０－５５７０ 

Ｅ－ｍａ ｉ ｌ  li fe-env＠ city.satsumasendai. lg. jp  

 

 

＊＊＊  お問い合わせは  ＊＊＊  
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表１－１  ばい煙に係る要保全施設  

施   設   名  規    模  

ボイラー（熱風ボイラーを含み、熱源

として電気又は廃熱のみを使用するも

の及び硫黄化合物の含有率が体積比で

０ .１パーセント以下であるガスを燃

料として専焼させるものを除く。）  

燃料の燃焼能力が重油換算１時間当

たり５０リットル未満、かつ、伝熱

面積が８平方メートル未満のもので

あって、個々の伝熱面積の合計が８

平方メートル以上となる場合  

備考１  燃料の重油換算は、重油１０リットル当たりが、液体燃料は１０リット

ルに、ガス燃料は１６立方メートルに、固体燃料は１６キログラムに、そ

れぞれ相当するものとする。  

２  伝熱面積は、大気汚染防止法施行規則（昭和４６年厚生省・通商産業省

令第１号）第２条の規定により算定した値とする。  
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表１－２  ばい煙（硫黄酸化物）に係る規制基準  

ばい煙に係る要保全施設において発生し、その排出口から大気中に排出される

硫黄酸化物の量が、次の式により算出した量以下であること。  

ｑ  ＝  Ｋ×10－ ３×Ｈ e２  

この式において、ｑ、Ｋ及びＨ e は、それぞれ次の値を表すものとする。  

ｑ  硫黄酸化物の量（単位：温度０度、圧力１気圧の状態に換算した立方メー

トル毎時）  

Ｋ  １７ .５（大気汚染防止法施行令（昭和４３年政令第３２９号）別表第３

第９９号に掲げる区域にあっては、１１ .５）  

Ｈ e 次の式により補正された排出口の高さ（単位：メートル）  

Ｈ e ＝  Ｈ o＋ 0.65×（Ｈ m＋Ｈ t）  

Ｈ m ＝（ 0.795×√（Ｑ×Ｖ））／（ 1＋ 2.58／Ｖ）  

Ｈ t ＝  2.01×10－ ３×Ｑ×（Ｔ－ 288）×（ 2.30×logＪ＋ 1／Ｊ－ 1）  

Ｊ  ＝（ 1／√（Ｑ×Ｖ））×（ 1460－ 296×Ｖ／（Ｔ－ 288））＋ 1 

これらの式において、Ｈ o、Ｑ、Ｖ及びＴは、それぞれ次の値を表すもの

とする。  

Ｈ o 排出口の実高さ（単位：メートル）  

Ｑ  温度１５度における排出ガス量（単位：立方メートル毎秒）  

Ｖ  排出ガスの排出速度（単位：メートル毎秒）  

Ｔ  排出ガスの温度（単位：絶対温度）  

備考  硫黄酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定法により測定して算出され

る硫黄酸化物の量として表示されたものとする。  

⑴  日本産業規格（以下単に「規格」という。）Ｋ０１０３に定める方法によ

り硫黄酸化物濃度を、規格Ｚ８８０８に定める方法により排出ガス量をそ

れぞれ測定する方法  

⑵  規格Ｋ２３０１、規格Ｋ２５４１又は規格Ｍ８８１３に定める方法によ

り燃料の硫黄含有率を、規格Ｚ８７６２に定める方法その他適当であると

認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法  

⑶  その他市長が認める方法  
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表１－３  ばい煙（ばいじん）に係る規制基準  

ばい煙に係る要保全施設において発生し、その排出口から大気中に排出される

ばいじんの量が、温度が０度であって、圧力が１気圧の状態に換算した排出ガス

１立方メートルにつき、次表の施設名の欄に掲げる施設の種類ごとに同表のばい

じん量の欄に掲げる量以下であること。  

番号 施   設   名  ばいじん量  

１  
表１－１に掲げるボイラーのうち、  

重油その他の液体燃料又はガスを専焼させるもの  
０ .３０グラム  

２  

表１－１に掲げるボイラーのうち、  

石炭（１キログラム当たり発熱量２０ ,９２０キロ

ジュール以下のものに限る。）を燃焼させるもの  

０ .８０グラム  

３  
表１－１に掲げるボイラーのうち、  

前２項に掲げるもの以外のもの  
０ .４０グラム  

備考１  ばいじんの量は、規格Ｚ８８０８に定める方法により測定されたばいじ

んの量とする。  

２  ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの

清掃を行う場合において排出されるばいじん（１時間につき合計６分間を

超えない時間内に排出されるものに限る。）は含まれないものとする。  

３  ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、１工程の平均の量とす

る。  

【経過措置】  表１－１に掲げるボイラーのうち、ガスを専焼させるもの、軽質

液体燃料（灯油、軽油又はＡ重油をいう。以下同じ。）を専焼させる

もの並びにガス及び軽質液体燃料を混焼させるものについては、表

１－３に掲げるばい煙（ばいじん）に係る規制基準は、大気汚染防

止法施行規則の一部を改正する総理府令（昭和６０年総理府令第  

３１号）附則第４項に規定する経過措置が終了するまでの間、適用

しない。  


